
���

情報あらかると

　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、

万
が
一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
給
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困

難
な
場
合
は
、
免
除
制
度
な
ど
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
◎
免
除
制
度

▼
全
額
免
除
制
度　

前
年
の
所
得
に
基
づ

　

き
、
保
険
料
の
全
額
（
月
額
1
万
４
千

　
　

円
）
を
免
除

100
※
全
額
免
除
の
期
間
は
、
全
額
納
付
し
た

　

と
き
に
比
べ
、
年
金
額
が
３
分
の
１
と

　

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

▼
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度　

前
年

　

の
所
得
に
基
づ
き
、
保
険
料
の
一
部
を

　

免
除
（
一
部
は
納
付
）

※
一
部
納
付
は
３
段
階
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

　

の
納
付
額
と
年
金
額
の
計
算
は
次
の
と

　

お
り
で
す
。

�
４
分
の
１
納
付
（
納
付
額
3
千　

円
・

530

　

年
金
額
は
２
分
の
１
）

�
２
分
の
１
納
付
（
納
付
額
7
千　

円
・

50

　

年
金
額
は
３
分
の
２
）

�
４
分
の
３
納
付
（
納
付
額
1
万　

円
・

580

　

年
金
額
は
６
分
の
５
）

※
一
部
納
付
の
保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ

　

た
場
合
は
、
そ
の
期
間
の
一
部
免
除
が

　

無
効
（
未
納
と
同
じ
）
と
な
る
た
め
、

　

将
来
の
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
年
金
を
受
給

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
手
続
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
ま
た

　

は
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、
失
業
理
由
の

　

場
合
は
『
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
』
、

　

ま
た
は
『
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

　

の
写
し
が
必
要
で
す
。

　
　

な
お
、
転
入
な
ど
に
よ
り
、
所
得
が

　

確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
源
泉
徴
収
票
、

　

課
税
証
明
書
の
写
し
な
ど
が
必
要
と
な

　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
者
ご
本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
・
世

　

帯
主
の
方
も
免
除
制
度
の
所
得
基
準
の

　

範
囲
内
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
で
、
同
居
し

20

30

て
い
る
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
本

人
と
配
偶
者
の
所
得
要
件
に
よ
り
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
制
度
で

す
。

　

納
付
猶
予
期
間
は
、　

年
以
内
で
あ
れ

10

ば
そ
の
期
間
の
保
険
料
を
後
払
い
（
追

納
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
し
な

か
っ
た
期
間
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

免
除
制
度
の

　

書
類
と
同
じ
も
の
が
必
要
で
す

◎
学
生
納
付
特
例
制
度

　

大
学
、
大
学
院
、
短
大
、
高
等
学
校
、

専
門
学
校
（
一
部
適
用
に
な
ら
な
い
学
校

が
あ
り
ま
す
）
に
在
学
す
る　

歳
以
上
の

20

学
生
で
、
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得
が　
118

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
の
が

困
難
な
と
き
は

万
円
以
下
（
扶
養
親
族
の
数
に
よ
り
異
な

り
ま
す
）
で
あ
れ
ば
申
請
に
よ
り
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

特
例
期
間
は
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば
そ

10

の
期
間
の
保
険
料
を
後
払
い
（
追
納
）
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
し
な
か
っ
た

期
間
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
は
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
。

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
ま

　

た
は
納
入
通
知
書
、
印
鑑
、
学
生
証
の

　

コ
ピ
ー
ま
た
は
在
学
証
明
書
が
必
要
で

　

す
▼
手
続
き
場
所　

国
保
・
年
金
グ
ル
ー
プ

　

ま
た
は
各
支
所

▼
問
い
合
わ
せ　

国
保
・
年
金
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

１
７
７
１
）

▼
指
定
店　

㈱
篠
田
組
工
業
（
室
蘭
市
日

　

の
出
町
３
丁
目
４－

５
・
�
○４５
 

８
１
１

　

２
）

▼
問
い
合
わ
せ　

下
水
道
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
○８５
 

９
０
５
２
）

』

排
水
設
備
工
事
指
定
店
を

追
加
し
ま
し
た


